
付紙様式第４

公益法人
の区分

国所管、
都道府県
所管の区分

応札・
応募者数

し尿汲取り
326,162L

分任契約担当官陸上自衛隊
岩手駐屯地第３８９会計隊長
西村俊宏
岩手県滝沢市後268-438

令和5年4月1日
文化企業株式会社
岩手県上鹿妻稲荷場44番
地

3400001001350

滝沢市においてし尿
汲取処理ができる事業
者が一であるため（会
計法第29条の3第4項）

8.2 8.2 100.00%
単価契約（予定調達総
額：2,941,980）

演習場廠舎水道料
6,361㎥

分任契約担当官陸上自衛隊
岩手駐屯地第３８９会計隊長
西村俊宏
岩手県滝沢市後268-439

令和5年4月1日
滝沢市長
岩手県滝沢市留が森347
番地191

水道を供給することが
できる事業者が一であ
るため（会計法第29条
の3第4項）

1,422,094 1,422,094 100.00%

駐屯地専用水道維持
使用料
１２箇月

分任契約担当官陸上自衛隊
岩手駐屯地第３８９会計隊長
西村俊宏
岩手県滝沢市後268-440

令和5年4月1日
一本木土地改良区理事長
角掛三四郎
岩手県滝沢市後268-433

5700150036545

水道を供給することが
できる事業者が一であ
るため（会計法第29条
の3第4項）

328,500 328,500 100.00%
単価契約（予定調達総
額：3,942,000）

合併浄化槽汚泥汲取
ほか６件
221,000L

分任契約担当官陸上自衛隊
岩手駐屯地第３８９会計隊長
西村俊宏
岩手県滝沢市後268-441

令和5年4月1日
文化企業株式会社
岩手県上鹿妻稲荷場44番
地

3400001001350

滝沢市において合併
浄化槽汚泥汲取がで
きる事業者が一である
ため（会計法第29条の
3第4項）

2,249,820
単価契約
＠8.2ほか6件

廃棄物処理手数料
191,174㎏

分任契約担当官陸上自衛隊
岩手駐屯地第３８９会計隊長
西村俊宏
岩手県滝沢市後268-442

令和5年4月1日

滝沢・雫石環境組合　管
理者　滝沢市長　柳村　典
秀
岩手県滝沢市中鵜飼５５

6000020038865

滝沢市の条例におい
て廃棄物処理ができる
事業者が一であるため
（会計法第29条の3第4
項）

10 10 100.00%
単価契約（予定調達総
額：1,911,740）

笹森山無線中継所で
使用する電気（Dグ
ループ）
50,000kWh

分任契約担当官陸上自衛隊
岩手駐屯地第３８９会計隊長
西村俊宏
岩手県滝沢市後268-442

令和5年4月1日
東北電力株式会社岩手支
店
岩手県盛岡市紺屋町1-25

4370001011311
落札業者が無く最終
保証によるため（会計
法第29条の3第4項）

1,606,380 1,606,380 100.00%

折爪無線中継所で使
用する電気（Eグルー
プ）
54,000kWh

分任契約担当官陸上自衛隊
岩手駐屯地第３８９会計隊長
西村俊宏
岩手県滝沢市後268-442

令和5年4月1日
東北電力株式会社岩手支
店
岩手県盛岡市紺屋町1-25

4370001011311
落札業者が無く最終
保証によるため（会計
法第29条の3第4項）

1,727,460 1,727,460 100.00%

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

公益法人の場合

備考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名
並びにその所属する
部局の名称及び所在地

契約を締結した
日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約による
こととした

会計法令の根拠
条文及び理由
(企画競争
又は公募)

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

法人番号



付紙様式第４

公益法人
の区分

国所管、
都道府県
所管の区分

応札・
応募者数

拝峠無線中継所で使
用する電気（Fグルー
プ）
52,000kWh

分任契約担当官陸上自衛隊
岩手駐屯地第３８９会計隊長
西村俊宏
岩手県滝沢市後268-442

令和5年4月1日
東北電力株式会社岩手支
店
岩手県盛岡市紺屋町1-25

4370001011311
落札業者が無く最終
保証によるため（会計
法第29条の3第4項）

1,668,900 1,668,900 100.00%

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

公益法人の場合

備考

随意契約による
こととした

会計法令の根拠
条文及び理由
(企画競争
又は公募)

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名
並びにその所属する
部局の名称及び所在地

契約を締結した
日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開


